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○
移
動
支
援
事
業

　

障
が
い
の
あ
る
人
に
対
し
、
外
出
の
た

め
の
支
援
を
行
う
も
の
で
す
。

○
日
中
一
時
支
援
事
業

　

障
が
い
の
あ
る
人
に
対
し
、
日
中
に
お

け
る
活
動
の
場
を
確
保
し
、
家
族
の
就
労

支
援
や
一
時
的
な
休
息
を
図
る
も
の
で
す
。

○
日
常
生
活
用
具
給
付
等
事
業

　

重
度
の
障
が
い
の
あ
る
人
に
対
し
、
日

常
生
活
の
便
宜
を
図
る
た
め
、
日
常
生
活

用
具
の
費
用
の
一
部
を
助
成
す
る
も
の
で

す
。

○
訪
問
入
浴
サ
ー
ビ
ス
事
業

　

身
体
障
が
い
の
あ
る
人
に
対
し
、
移
動

入
浴
車
で
の
訪
問
に
よ
り
在
宅
の
人
の
入

浴
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
も
の
で
す
。

○
自
動
車
運
転
免
許
取
得
・
改
造
助
成

事
業

　

身
体
障
が
い
の
あ
る
人
に
対
し
、
自
動

車
運
転
免
許
の
取
得
と
自
動
車
の
改
造
に

要
す
る
費
用
の
一
部
を
助
成
す
る
も
の
で

す
。

○
手
話
通
訳
者
・
要
約
筆
記
者
派
遣
事

業

　

聴
覚
や
言
語
機
能
、
音
声
機
能
、
視
覚

そ
の
他
の
障
が
い
の
た
め
、
意
思
疎
通
を

図
る
こ
と
に
支
障
が
あ
る
人
に
対
し
、
手

話
通
訳
者
な
ど
の
派
遣
を
行
う
も
の
で
す
。

○
手
話
奉
仕
員
養
成
事
業

　

日
常
会
話
程
度
の
手
話
表
現
技
術
を
習

得
し
た
手
話
奉
仕
員
を
養
成
す
る
も
の
で

す
。

○
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業

　

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
た
め

に
成
年
後
見
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
が
有

用
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
知
的
障
が
い
者

ま
た
は
精
神
障
が
い
者
に
対
し
、
成
年
後

見
制
度
の
利
用
を
支
援
す
る
も
の
で
す
。

○
介
護
給
付
費

　

介
護
が
必
要
な
人
に
対
し
、
次
の
サ
ー

ビ
ス
が
あ
り
ま
す
。

•
居
宅
介
護

•
生
活
介
護

•
重
度
訪
問
介
護

•
短
期
入
所

•
同
行
援
護

•
共
同
生
活
介
護

•
行
動
援
護

•
施
設
入
所
支
援

•
療
養
介
護

○
訓
練
等
給
付
費

　

訓
練
な
ど
の
支
援
が
必
要
な
人
に
対
し
、

次
の
サ
ー
ビ
ス
が
あ
り
ま
す
。

•
自
立
訓
練（
機
能
訓
練
・
生
活
訓
練
）

•
就
労
移
行
支
援　

•
就
労
継
続
支
援
Ａ
型

•
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型　

•
共
同
生
活
援
助

○
障
害
児
通
所
支
援

　

障
が
い
の
あ
る
18
歳
未
満
の
児
童
に
対

し
、「
療
育
」
を
目
的
と
し
た
次
の
サ
ー

ビ
ス
が
あ
り
ま
す
。

•
児
童
発
達
支
援

•
医
療
型
児
童
発
達
支
援

•
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

•
保
育
所
等
訪
問
支
援

○
障
害
児
福
祉
手
当

　
（
月
額
１
４
，
２
８
０
円
）

　

在
宅
で
心
身
に
重
度
の
障
が
い
が
あ
り
、

日
常
生
活
で
常
に
介
護
を
必
要
と
す
る
20

歳
未
満
の
児
童
に
支
給
し
ま
す
。

※

障
害
児
福
祉
手
当
に
は
所
得
制
限
が
あ

り
ま
す
。
施
設
な
ど
に
入
所
し
て
い
る

人
、
病
院
ま
た
は
診
療
所
に
３
カ
月
を

超
え
て
入
院
し
て
い
る
人
に
は
支
給
さ

れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
特
別
障
害
者
手
当

　
（
月
額
２
６
，
２
６
０
円
）

　

在
宅
で
心
身
に
重
度
の
障
が
い
が
あ
り
、

日
常
生
活
で
常
に
特
別
の
介
護
を
必
要
と

す
る
20
歳
以
上
の
人
に
支
給
し
ま
す
。

※

特
別
障
害
者
手
当
に
は
所
得
制
限
が
あ

り
ま
す
。
施
設
な
ど
に
入
所
し
て
い
る

人
、
病
院
ま
た
は
診
療
所
に
３
カ
月
を

超
え
て
入
院
し
て
い
る
人
に
は
支
給
さ

れ
ま
せ
ん
。

○
特
別
児
童
扶
養
手
当

　

心
身
に
一
定
以
上
の
障
が
い
の
あ
る
20

歳
未
満
の
児
童
を
養
育
す
る
人
に
、
障
が

い
の
程
度
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

•
手
当
１
級（
月
額
５
０
，
５
５
０
円
）

•
手
当
２
級（
月
額
３
３
，
６
７
０
円
）

※

特
別
児
童
扶
養
手
当
に
は
所
得
制
限
が

あ
り
ま
す
。
対
象
と
な
る
児
童
が
、
児

童
福
祉
施
設
な
ど
に
入
所
し
て
い
る
場

合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

○
自
立
支
援
医
療（
育
成
医
療
）

　

18
歳
未
満
の
児
童
で
、
現
在
身
体
に
障

が
い
が
あ
る
か
、
ま
た
は
現
に
あ
る
疾
患

に
対
し
、
手
術
な
ど
の
治
療
に
よ
り
そ
の

症
状
が
軽
く
な
り
、
日
常
生
活
が
容
易
に

で
き
る
よ
う
に
な
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

に
、
そ
の
医
療
費
の
一
部
を
公
費
で
負
担

す
る
も
の
で
す
。

　

○
自
立
支
援
医
療（
更
生
医
療
）

　

身
体
障
が
い
の
あ
る
人
で
、
手
術
な
ど

の
治
療
に
よ
り
障
が
い
の
程
度
を
軽
く
し

た
り
、
障
が
い
を
取
り
除
い
て
日
常
生
活

や
職
業
能
力
を
高
め
た
り
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
そ
の
医
療

費
の
一
部
を
公
費
で
負
担
す
る
も
の
で
す
。

○
自
立
支
援
医
療（
精
神
通
院
医
療
）

　

精
神
疾
患
を
有
す
る
人
が
、
通
院
に
よ

る
精
神
医
療
を
継
続
的
に
要
す
る
程
度
の

症
状
が
あ
る
場
合
に
必
要
な
医
療
費
の
一

部
を
公
費
で
負
担
す
る
も
の
で
す
。

○
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成

　

重
度
の
心
身
障
が
い
の
人
が
各
種
健
康

保
険
で
医
療
を
受
け
た
場
合
に
、
そ
の
自

己
負
担
の
一
部
に
つ
い
て
町
が
助
成
す
る

も
の
で
す
。

〈
助
成
対
象
者
〉

•
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
か
２
級
を
お
持

ち
の
人

•
療
育
手
帳
Ａ
１
か
Ａ
２
を
お
持
ち
の
人

•
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
を
お

持
ち
の
人

•
経
過
的
福
祉
手
当
を
受
け
る
に
相
当
す

る
障
が
い
を
お
持
ち
の
人

○
補
装
具
費

　

身
体
障
が
い
の
あ
る
人
で
、
障
が
い
に

よ
り
失
わ
れ
た
身
体
機
能
を
補
い
、
日
常

生
活
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
必
要
な
、
補

装
具
の
購
入
や
修
理
に
要
す
る
費
用
の
一

部
を
助
成
す
る
も
の
で
す
。

○
聴
覚
障
が
い
児
補
聴
器
購
入
助
成

　

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
対
象
と
な
ら

な
い
軽
度
・
中
度
な
ど
の
聴
覚
障
が
い
の

あ
る
難
聴
児
に
対
し
、
教
育
、
言
語
訓
練
、

日
常
生
活
の
利
便
性
向
上
の
た
め
、
補
聴

器
の
購
入
費
用
の
一
部
を
助
成
す
る
も
の

で
す
。

○
小
児
慢
性
特
定
疾
患
児
日
常
生
活
用

具
給
付
事
業

　

小
児
慢
性
特
定
疾
患
児
に
対
し
、
日
常

生
活
の
便
宜
を
図
る
た
め
、
日
常
生
活
用

具
の
費
用
の
一
部
を
助
成
す
る
も
の
で
す
。

障
が
い
の
あ
る
人
や
家
族
に
対
す
る
、

さ
ま
ざ
ま
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
あ
り
ま
す

福祉

問 

福
祉
課　

福
祉
係　

☎（
２
３
２
）４
９
１
３

町
は
、
障
が
い
の
あ
る
人
や
家
族
に
対
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
支
援
事
業
の
内
容
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

利
用
さ
れ
る
と
き
の
手
続
や
負
担
な
ど
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　次の事業については、利用料は無料
です。利用したいときは、直接お問い
合わせください。

○地域活動支援センター事業
　障がいのある人に対し、創作的活動
など日中活動の場の提供や、地域との
交流を促進するものです。

■問い合わせ
　きくよう地域生活支援センター
　（菊陽病院内）　☎（232）8518

○相談支援事業
　障がいのある人やその保護者からの
相談に応じ、必要な情報の提供や、権
利擁護のために必要な援助を行うもの
です。

■問い合わせ
相談支援センター ＳＵＮ
（福祉支援センター内）
　　　　　　　☎（227）7010
きくよう地域生活支援センター
（菊陽病院内）　☎（232）8518

○身体・知的障がい者相談員
　町は、身体・知的障がいのある人の
相談に応じ、生き生きとした社会生活
を送ることができるよう支援するため、
身体・知的障がい者相談員を設置して
います。

■問い合わせ
身体障がい者相談員（荒木貞子さん）

☎（338）6410
知的障がい者相談員（田尻貴子さん）

☎（232）3879

きくよう地域生活支援センターでの栄養バランス学習会

▲きくよう地域生活支援センターでの料理教室の様子


